
資料1

市町村合併の推進状況について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年2月15日現在

1市町村合併の実績（平成11年度～）

　　平成11年3月31日　　　　3232

　　　　　　　　　　　　　　　　　△1411
　　　　　　　　　　　　　　　　（△43．7％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△1502

　　平成18年3月31日　　　　7827　　　（△46．5％）

2現行合併特例法下での合併（総務省告示済み分を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　△91
　　　　　　　　　　　　　　　　　（△4．7％）

　　平成22年3月31日（予定）　7730

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）合併を決めた市町村の割合
3合併件数等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　旧法下

g11．4．1～

現行法下

合　併　件　数 581 59

合併関係市町村数 1，991 151

1，144
（3ε4弘）

C一

合併関係

市唯

※HIt3・31の3232市■町村のうち
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都道府県別合併の進捗状況

都道府県名
H11．3．31の

s町村数
内訳

H22．3．31

@の
s町村数

内訳 減少率

H22．3．3

P万人未
梹s町村

構成比
市 町 村 市 町 村

1 北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 15．6％ 112 62．6％

2 青森県 67 8 34 25 40 10 22 8 40．3％ 12 30．0％

3 岩手県 59 13 30 16 34 13 16 5 42．4％ 9 26．5％

4 宮城県 71 10 59 2 35 13 21 1 50．7％ 4 11．4％

5 秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 63．8％ 8 32．0％

6 山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 20．5％ 12 34．3％

7 福島県 90 10 52 28 59 13 31 15 34．4％ 28 47．5％

8 茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 48．2％ 1 2．3％

9 栃木県 49 12 35 2 27 14 13 0 44．9％ 1 3．7％

10 群馬県 70 11 33 26 36 12 15 9 48．6％ 10 27．8％

11 埼玉県 92 43 38 11 64 40 23 1 30．4％ 3 4．7％

12 千葉県 80 31 44 5 56 36 17 3 30．0％ 8 14．3％

13 東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 2．5％ 11 28．2％

14 神奈川県 37 19 17 1 33 19 13 1 10．8％ 2 6．1％

15 新潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 73．2％ 6 20．0％

16 富山県 35 9 18 8 15 10 4 1 57．1％ 1 6．7％

17 石川県 41 8 27 6 19 10 9 0 53．7％ 1 5．3％

18 福井県 35 7 22 6 17 9 8 0 51．4％ 2 11．8％

19 山梨県 64 7 37 20 27 13 8 6 57．8％ 8 29．6％

20 長野県 120 17 36 67 77 19 23 35 35．8％ 40 51．9％

21 岐阜県 99 14 55 30 42 21 19 2 57．6％ 7 16．7％

22 静岡県 74 21 49 4 35 23 12 0 52．7％ 3 8．6％

23 愛知県 88 31 47 10 57 37 18 2 35．2％ 4 7．0％

24 三重県 69 13 47 9 29 14 15 0 58．0％ 4 13．8％

25 滋賀県 50 7 42 1 19 13 6 0 62．0％ 3 15．8％

26 京都府 44 12 31 1 26 15 10 1 40．9％ 5 19．2％

27 大阪府 44 33 10 1 43 33 9 1 2．3％ 2 4．7％

28 兵庫県 91 21 70 0 41 29 12 0 54．9％ 0 0．0％

29 奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 17．0％ 18 46．2％

30 和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 1 40．0％ 11 36．7％

31 鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 1 51．3％ 7 36．8％

32 島根県 59 8 41 10 21 8 12 1 64．4％ 8 38．1％

33 岡山県 78 10 56 12 27 15 10 2 65．4％ 4 14．8％

34 広島県 86 13 67 6 23 14 9 0 73．3％ 2 8．7％

35 山ロ県 56 14 37 5 19 13 6 0 66．1％ 3 15．8％

36 徳島県 50 4 38 8 24 8 15 1 52．0％ 6 25．0％

37 香川県 43 5 38 0 17 8 9 0 60．5％ 1 5．9％

38 愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 0 71．4％ 2 10．0％

39 高知県 53 9 25 19 34 11 17 6 35．8％ 19 55．9％

40 福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 38．1％ 7 11．7％

41 佐賀県 49 7 37 5 20 10 10 0 59．2％ 4 20．0％

42 長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 73．4％ 2 9．5％

43 熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 52．1％ 15 33．3％

44 大分県 58 11 36 11 18 14 3 1 69．0％ 1 5．6％

45 宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 40．9％ 8 30．8％

46 鹿児島県 96 14 73 9 43 19 20 4 55．2％ 15 34．9％

47 沖縄県 53 10 16 27 41 11 11 19 22．6％ 19 46．3％

3，232 670 1，994 568 1，730 786 757 187 46．5％ 459 26．5％

※合併新法による合併24件を含む。

※岩出市の単独市制施行を含む。
※H20．1．30までに合併の官報告示を終えたもの
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全玉の △◆ ﾌ’、

、　、

A
該

3232市町村（H11．3．31）が1730（H22．3．31）に。

市町村数の減少率（H11．3．31→H22．3．31）

50％以上
40％以上50％未満
30％以上40％未満
20％以上30％未満
10％以上20％未満
10％未満
　0％

25県

8府県

7県

2県

3道県

2都府
0

212→179　（15．6％）

69一→25　（63．8％）

67→40（40．3％）

59一→34　（42．4％）

35一→15　（57．1％）

ω 41→19（53．7％） 44一→35　（20．5％）

凡例

a：H11．3．31の市町村数

b：H22．3．31の市町村数

。：減少率

a→b（c％）

35→17　（51．4％）
112一→30（73．2％）

71→35（50．7％）

39→19　（51．3％） 44一→26　（40．9％）

97→60　（38．1％）

91→41　（54．9％）

59→21　（64．4％） 70→36　（48．6％）

90→59　（34．4％）

　　　49一→27　（44．9％）

56一→19　（66．1％） 120→77（35．8％）

49→20　（59．2％）
　　　99→42　（57．6％）

50→19（62．0％）

　　　88→57　　35．2％

85一→44　　48．2％）

92→64　（30．4％）

70一→20　（71．4％） 44一→43　（2．3％） 80→56　　（30．0％）

79→21　（73．4％）

94一→45　（52．1％）
53→34　（35．8％）

43→17　（60．5％）

44→26　（40．9％）
50→24　（52．0％）

69一→29　（58．0％） 40→39　（2．5％）

74一→35　（52．7％） 37→33　（10．8％）

47→39　（17．0％）
64→27　（57．8％）

58→18（69．㎝1）
50→30（40．鋤）

〆
53→41（22．6％）

96→43（55．2％）

※　現行合併特例法による合併59件を含む。



市町村の合併の特例等に関する法律の一部を
　　　　　　　改正する法律案の概要

《背景》

O平成11年以来、全国的に市町村合併が積極的に推進されてきた結果、市町
　村数は3，232（平成11年3月31日現在）から1、730（平成22年3月31日見込み）まで減少。

O平成11年以来の全国的な合併推進運動については、10年が経過しているこ
　と、これまでの経緯や市町村を取り巻く状況を踏まえ、現行合併特例法期限で
　ある平成22年3月31日までで一区切り。

Oその上で、引き続き行財政基盤強化のため自主的に合併を選択する市町村
　を支援。

《改正のポイント》

①国、都道府県による積極的な関与等の合併推進のための措置を廃止

②自主的な市町村合併が引き続き円滑に行われるよう障害除去を中心とし
　た内容に改正の上、10年間延長

《改正概要》

①推進のための措置⇒廃止
　O目的規定のr合併の推進」をr合併の円滑化」に改正
　O合併推進に向けた国、都道府県による積極的な関与の廃止
　　・総務大臣による市町村の合併の推進に関する基本指針

　・都道府県による市町村の合併の推進に関する構想、合併協議会設置の勧告
　〇三万市特例（合併する場合には、市となる人ロの要件を5万人から3万人に緩和する特例）

　　の廃止

②障害除去のための措置⇒存置

　O議会の議員の定数又は在任に関する特例
　O地方税に関する特例
　O合併算定替

《施行期日》

平成22年4月1日
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